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告 示■

◎群馬県告示第１８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定により、農林水産大臣

から次のとおり保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。

平成３０年１月２３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 利根郡片品村（国有林。次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 水害の防備

３ 変更後の指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐は、択伐による。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び片品村役

場に備え置いて縦覧に供する。

◎群馬県告示第１９号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第２９条の規定により、農林水産大臣

から次のとおり保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知があった。

平成３０年１月２３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 渋川市（国有林。次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 干害の防備

３ 変更後の指定施業要件

(1) 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め

る標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林保全課及び渋川市役

所に備え置いて縦覧に供する。
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◎群馬県告示第２０号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県富岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年１月２３日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の
路線名 区 間

変更の 敷地の幅員 延 長
種 類 前後別 メートル メートル

県道 前橋安中富岡 富岡市下黒岩字壱丁田６３０番の１地 前 １０．５～１３．７ ８５．７
線 先から同市同字同６０８番の１地先ま

で 後 １０．５～１７．０ ８５．７

◎群馬県告示第２１号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、道路の供用を次のとおり開始する。

なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県富岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。

平成３０年１月２３日

群馬県知事 大 澤 正 明

道路の 路線名 区 間 供用開始の期日
種 類

県道 前橋安中富岡 富岡市下黒岩字壱丁田６３０番の１地先から同市同字同 平成３０年１月２３日
線 ６０８番の１地先まで

公 告■

土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第１４条第１項の規定による試掘等（以下「試掘等」という。）の許

可を与えようとするので、同項の規定により、次のとおり土地の所有者及び占有者に意見を述べる機会を与える。

平成３０年１月２３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 許可を与えようとする試掘等

(1) 起業者の名称 群馬県

(2) 事業の種類 一般県道下里見安中線（西毛広域幹線道路高崎安中工区）道路建設工事

(3) 試掘等を行う目的 事業の準備のための測量及び地質調査

(4) 試掘等を行う地点 安中市下秋間字勝負沢４８２０番

(5) 試掘等に必要な土地の種類及び面積 山林 ４４０㎡

(6) 障害物の種類及び数量 立木等一式 ４４０㎡
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(7) 試掘等の方法及び範囲

ア 方法 ボーリング調査（直径６６ｍｍ、オールコア、深さ１０ｍ×３箇所及び深さ１５ｍ×１箇所）並び

に資材搬入用運搬道路及び給水仮設の設置

イ 範囲 図面に表示する範囲

(8) 試掘等を行う期間 平成３０年２月９日から同年３月３１日まで

２ 意見書の提出期限及び提出先

(1) 提出期限 平成３０年２月６日

(2) 提出先 前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県県土整備部監理課用地対策室用地指導係

図面は省略し、群馬県県土整備部監理課用地対策室に備え置く。

太田都市計画区域区分について、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第１項の規定により変更す

るに当たり、当該都市計画の県原案を次のとおり定めた。

平成３０年１月２３日

群馬県知事 大 澤 正 明

太田都市計画区域区分を次のように変更する

１ 市街化区域及び市街化調整区域の区分 次の区域を新たに市街化区域に編入する。

(1) 新田東部工業団地第二地区 面積約１９．５ｈａ 太田市脇屋町及び新田小金井町の各一部

(2) 境北部工業団地第二地区 面積約６．８ｈａ 太田市新田上中町、新田溜池町、新田大町及び新田大根町の

各一部

２ 人口フレーム 人口は、広域都市計画圏の人口フレームによる。

年 次 平成２２年 平成３２年
区 分 （基準年） （基準年の１０年後）

都市計画区域内人口 ４８３．２千人 おおむね４５９．５千人

市街化区域内人口 ３４１．９千人 ※ おおむね３２４．１千人

配分する人口 － おおむね３２５．８千人

※ 平成３２年における市街化区域内人口については、広域都市計画圏における保留人口を想定しない。

群馬県都市計画公聴会規則（昭和４５年群馬県規則第８５号）第２条第１項の規定により、太田都市計画区域区

分に係る公聴会を次のとおり開催する。

平成３０年１月２３日

群馬県知事 大 澤 正 明

１ 開催期日及び場所 平成３０年２月１５日（木）午後１時３０分から 太田市役所１０階政策推進会議室

２ 作成しようとする都市計画の案 太田都市計画区域区分の変更に係る都市計画の案（都市計画原案は、群馬県

県土整備部都市計画課、群馬県太田土木事務所及び太田市都市政策部都市計画課において、平成３０年１月２３
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日（火）から同年２月６日（火）まで閲覧に供する（ただし、群馬県の休日を定める条例（平成元年群馬県条例

第１６号）第１条第１項に規定する休日を除く。）。）

３ 公述の申出 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、住所、氏名、年齢、職業、電話番号並びに都市計

画案についての利害関係及び意見の要旨を記載した書面（別記様式）により、平成３０年２月６日（火）までに

下記に到着するよう提出すること。

〒３７１－８５７０ 前橋市大手町一丁目１番１号 群馬県県土整備部都市計画課

４ 公述人の選定 公述人は、前記によってあらかじめ申し出た者のうちから知事が選定し、その旨を通知する。

なお、公述時間は、１０分以内とする。

５ その他 公述の申出がなく、公聴会を開催しない場合は、公聴会開催予定日の１週間前に群馬県県土整備部都

市計画課、群馬県太田土木事務所、太田市都市政策部都市計画課及び公聴会の開催予定の場所に掲示する。

６ 公聴会の問合せ先 群馬県県土整備部都市計画課 電話０２７－２２６－３６５４

別記様式

太田都市計画区域区分の変更（新田東部工業団地第二地区及び境北部工業団地第二地区）に関する公述申
出書

年 月 日
群馬県知事 大澤 正明 あて

平成３０年１月２３日付け群馬県報に登載された太田都市計画区域区分の変更に係る都市計画の県原案に
対して、次のとおり意見を述べたいので申し出ます。

１ 公述申出人 住所 電話番号
氏名 印 年齢 職業

２ 都市計画案に係る利害関係（関係市町村の住民等は、記載不要）
３ 意見の要旨（別紙のとおり）

「意見の要旨」作成上の注意

Ａ４判４００字詰め原稿用紙１枚程度とし、横書きとすること。

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。

平成３０年１月２３日

群馬県知事 大 澤 正 明

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名

１ 邑楽郡邑楽町大字中野字琵琶首１４４７－１ 邑楽郡邑楽町大字中野１４３５番地
前川孝久、前川絢子

２ 邑楽郡邑楽町大字赤堀字大谷原３７９７－１ 邑楽郡邑楽町大字赤堀３７９８番地
谷田部麻奈

３ 邑楽郡明和町新里７０－１ 邑楽郡明和町新里５７１番地１
山田隆夫

４ 邑楽郡邑楽町大字篠塚字大黒１４３０－２ 邑楽郡邑楽町大字狸塚２８４番地
松島智明
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５ 佐波郡玉村町大字上之手１３７４－１、１３７４－ 佐波郡玉村町大字下新田６１１番地
２ 高橋宏明

６ 邑楽郡板倉町大字下五箇字上五箇１７４７、１７４ 邑楽郡板倉町大字下五箇１７４７番地
７－２、１７５３－２、１７５４、１７５４－２、 株式会社小池鉄工 代表取締役 小池敏郎
１７４７先

７ 邑楽郡千代田町大字舞木字富士原７９１－２ 栃木県佐野市大橋町１６６３番地２１ ブリリ
アントＥ
坂原秀樹、坂原久美子

選挙管理委員会告示■

◎群馬県選挙管理委員会告示第２号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により届出のあった政治団体の名称等は、次

のとおりである。

平成３０年１月２３日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

国会議員関係政治団体以外の政治団体

会計責任者の
代表者の氏名

氏 名
主 た る 事 務 所 の 所 在 地

政 治 団 体 の 名 称

届 出 年 月 日

高橋宜隆後援会 高橋宜隆 高橋奈津美 伊勢崎市寿町６０－２

平成２９年１２月２６日

◎群馬県選挙管理委員会告示第３号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第７条第１項の規定により届出のあった政治団体の異動事項は、

次のとおりである。

平成３０年１月２３日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

１ 政党の支部

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

民進党群馬県第１区総支部 主たる事務所 前橋市総社町総社２９０ 前橋市朝日町４－１８－ 平成２９年
の所在地 ５－５ ２１ １２月１１日

代表者の氏名 黒澤孝行 宮﨑岳志 平成２９年
１２月１１日
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会計責任者の 本郷高明 青木和也 平成２９年
氏名 １２月１１日

国会議員関係 国会議員関係政治団体以 法第１９条の７第１項第 平成２９年
政治団体の区 外の政治団体 １号に係る国会議員関係 １２月１１日
分 政治団体

民進党群馬県第２区総支部 代表者の氏名 田村幸一 石関貴史 平成２９年
１２月４日

会計責任者の 山越清彦 田村幸一 平成２９年
氏名 １２月４日

国会議員関係 国会議員関係政治団体以 法第１９条の７第１項第 平成２９年
政治団体の区 外の政治団体 １号に係る国会議員関係 １２月４日
分 政治団体

民進党群馬県第２区総支部 代表者の氏名 大澤映男 田村幸一 平成２９年
１２月１５日

民進党群馬県第３区総支部 主たる事務所 太田市藤阿久町９２１－ 太田市由良町３００－１ 平成２９年
の所在地 １ １２月１１日

代表者の氏名 黒澤孝行 長谷川嘉一 平成２９年
１２月１１日

会計責任者の 笠原英男 木村和子 平成２９年
氏名 １２月１１日

国会議員関係 国会議員関係政治団体以 法第１９条の７第１項第 平成２９年
政治団体の区 外の政治団体 １号に係る国会議員関係 １２月１１日
分 政治団体

民進党群馬県第４区総支部 代表者の氏名 黒澤孝行 不破弘樹 平成２９年
１２月１１日

国会議員関係 国会議員関係政治団体以 法第１９条の７第１項第 平成２９年
政治団体の区 外の政治団体 １号に係る国会議員関係 １２月１１日
分 政治団体

２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日

久保田裕一後援会 会計責任者の 久保田久美子 森田久美子 平成２９年
氏名 １２月２２日

ごんだ昌弘後援会 主たる事務所 館林市日向町９７０－３ 館林市日向町９８４－９ 平成２９年
の所在地 ２ Ａ－１０ １２月１２日

白石さと子後援会 代表者の氏名 茂木誠二 武藤良男 平成２９年
１０月１日

星野まり子後援会 会計責任者の 星野まり子 星野一敏 平成２９年
氏名 １２月２６日

村山としあき後援会 代表者の氏名 村山俊明 卯月好文 平成２９年
１２月１日
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◎群馬県選挙管理委員会告示第４号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。

平成３０年１月２３日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体）

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日

笠原のりゆき後援会 笠原則孝 平成２９年１２月２５日

河内初光後援会 二渡貞衛 平成２９年１月１日

日本一の村づくりの会 星野学 平成２９年１１月２５日

星野千里後援会 星野学 平成２９年１１月２５日

星野まり子後援会 星野まり子 平成２９年１２月２６日

源会 川島源一 平成２９年１２月２４日

◎群馬県選挙管理委員会告示第５号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１９条第２項の規定により届出のあった資金管理団体の名称等

は、次のとおりである。

平成３０年１月２３日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

資金管理団体の
届 出 を し た 者 公 職 の 種 類 資金管理団体の名称 主たる事務所の所在地 指定年月日
（代表者）の氏名

村山俊明 大泉町長 村山としあき後援会 邑楽郡大泉町城之内２－１１－ 平成２９年
２０ １２月１日

◎群馬県選挙管理委員会告示第６号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第１９条第３項の規定により届出のあった

資金管理団体の異動事項は、次のとおりである。

平成３０年１月２３日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平
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法第１９条第３項第３号による届出

資金管理団体
資金管理団体

の届出をした
の 名 称

異動事項 新 旧 異動年月日
者 の 氏 名

権田昌弘 ごんだ昌弘後 主たる事務 館林市日向町９７０－３ 館林市日向町９８４－９ 平成２９年
援会 所の所在地 ２ Ａ－１０ １２月１２日

◎群馬県選挙管理委員会告示第７号

政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第１９条第３項の規定により資金管理団体

でなくなった旨の届出のあった資金管理団体の名称等は、次のとおりである。

平成３０年１月２３日

群馬県選挙管理委員会委員長 松 本 修 平

法第１９条第３項第２号による届出

資金管理団体の届出をした者の氏名 資金管理団体の名称 資金管理団体でなくなった年月日

川島源一 源会 平成２９年１２月２４日

星野まり子 星野まり子後援会 平成２９年１２月２６日

落 札■

次のとおり落札者を決定した。

平成３０年１月２３日

群馬県立群馬産業技術センター所長 宮 下 喜 好

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 高分解能計測用Ｘ線ＣＴシステム 一式

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県立群馬産業技術センター 群馬県前橋市亀里町８

８４番地１

３ 落札者を決定した日 平成２９年１２月２６日

４ 落札者の名称及び所在地 株式会社新井商会 群馬県高崎市貝沢町６２２番地

５ 落札金額 ６９，０７６，８００円

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札

７ 入札公告をした日 平成２９年１１月１０日
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